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神
奈
川

訴
訟
、
大
阪

訴
訟
な
ど

の
運
動
の

成
果
と
し

て
、
我
々
は

昨
年
4
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た

「
レ
セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
義
務
化
」
を
撤
回
さ
せ
、「
請

求
方
法
」
を
「
選
択
制
」
と
さ

せ
た
。

　
し
か
し
、
現
在
、
レ
セ
コ
ン

使
用
で
紙
レ
セ
プ
ト
請
求
を
し

て
い
る
医
療
機
関
に
は
、
4
年

後
に
「
電
子
請
求
の
義
務
化
」

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に

対
し
て
、
保
団
連
は
、「
レ
セ

プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化

問
題
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」

を
発
展
的
に
解
消
し
て
「
レ
セ

プ
ト
電
子
請
求
問
題
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
」
を
立
ち
上
げ
、

新
た
に
「
レ
セ
プ
ト
電
子
請
求

に
関
す
る
見
解
」
を
発
表
し

た
。
　「
見
解
」
で
は
、
昨
年
8
月

に
行
わ
れ
た
大
阪
府
保
険
医
協

会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
、「
紙

レ
セ
プ
ト
で
の
請
求
が
だ
め
に

な
っ
た
ら
、
開
業
医
を
や
め
る

予
定
」
と
の
会
員
の
声
を
紹
介

し
、「
レ
セ
プ
ト
の
請
求
方
法

は
、
個
々
の
医
療
機
関
の
実
情

に
応
じ
て
、
選
択
で
き
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
、「
診
療
報
酬
請
求
権
の
侵

害
で
、
憲
法
違
反
」
と
断
じ
て

い
る
。

　
今
年
1
月
請
求
分
の
う
ち
、

支
払
基
金
で
受
け
た
も
の
は
、

医
科
は
件
数
で
　
・
8
％
、
医

92

療
機
関
数
で
　
・
9
％
で
あ
っ

79

た
が
、
歯
科
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、

　
・
9
％
、　
・
4
％
に
過
ぎ

20

17

な
か
っ
た
。
残
り
の
日
数
で
、

電
子
請
求
に
移
行
す
る
の
は
無

理
が
あ
る
。「
見
解
」で
も
、「
義

務
化
に
よ
り
経
営
は
破
綻
し
、

国
民
歯
科
医
療
の
担
い
手
を
失

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と

し
て
、「
4
月
よ
り
の
歯
科
の

電
子
請
求
義
務
化
は
即
刻
廃
止

す
べ
き
」
と
し
て
い
る
。

　
医
科
の
電
子
請
求
の
参
加
率

を
み
て
も
、「
義
務
化
」
で
な

く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　「
Ｉ
Ｔ
化
」
を
進
め
て
み
て

も
、「
も
っ
て
、
国
民
の
健
康

に
寄
与
す
る
」
こ
と
に
は
な
ら

ず
、「
標
準
病
名
」
や
薬
剤
の

「
適
応
病
名
」
の
問
題
が
解
決

し
て
い
な
い
現
在
、「
国
民
の

健
康
に
寄
与
す
る
」
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
は
な
り
得
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
医
療
費

抑
制
」
と
称
し
て
、「
事
務
費

負
担
」
を
医
療
機
関
に
押
し
付

け
る
の
は
や
め
て
、「
保
健
・

医
療
の
発
展
に
つ
な
が
る
国
民

の
た
め
の
真
の
Ｉ
Ｔ
化
」
を
保

団
連
は
求
め
て
い
る
。
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特
　
集
　
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
拡
大
で

　
　
　
ど
う
な
る
地
域
医
療

　
国
が
示
す
「
新
成
長
戦
略
」
は
、
医
療
を
経
済
成

長
の
牽
引
役
と
位
置
付
け
、
雇
用
創
出
や
医
療
市
場

の
拡
大
に
熱
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
。
し
か
し

そ
の
方
法
は
、
公
的
保
険
制
度
を
充
実
さ
せ
る
の
で

は
な
く
、
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
な
ど
、
営
利
企

業
を
参
入
さ
せ
て
公
的
保
険
外
市
場
で
応
え
よ
う
す

る
も
の
だ
。

　
私
た
ち
は
、
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
ど
う
向
き
合
う

べ
き
か
。
現
状
と
課
題
を
検
証
す
る
。

吉
中
丈
志
／
尾
身
　
茂
／
水
巻
中
正
／
髙
山
一
夫
／

武
村
義
人

道被
災
地
で
の
医
療
支
援
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
経

験
を
活
か
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
川
恵
一

論
考

T
P
P
の
本
質
と
医
療
へ
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
宣
弘
・
木
下
順
子

ど
こ
ろ

読
み

の
国
会
議
員
に
要
請
す
る
な

ど
国
会
行
動
を
行
い
、　
協
16

会
と
保
団
連
か
ら
　
人
が
参

73

加
し
た
。

各
団
体
の
健
全
運

営
の
手
法
尊
重
を

要
請

　
住
江
憲
勇
保
団
連
会
長
、

高
山
史
年
東
京
歯
科
保
険
医

協
会
理
事
ら
は
、
東
祥
三
金

融
担
当
副
大
臣
と
面
談
、
要

請
し
た
。
東
京
保
険
医
協
会

の
取
り
付
け
で
実
現
し
た
。

　
住
江
会
長
は
、
保
険
業
法

再
改
定
法
案
の
成
立
へ
の
尽

力
や
、
金
融
庁
担
当
官
の
対

応
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
す
る

し
い
」
と
の
意
見
も
あ
る
。

特
に
、
保
険
会
社
と
同
様
の

方
式
で
責
任
準
備
金
を
積
み

立
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
各

団
体
が
長
い
制
度
の
歴
史
の

中
で
確
立
し
て
き
た
健
全
運

営
の
手
法
も
十
分
考
慮
し
て

ほ
し
い
と
訴
え
た
。

　
東
副
大
臣
は
、
契
約
者
保

護
が
金
融
庁
に
課
せ
ら
れ
た

責
任
で
あ
り
、
保
団
連
は
問

題
な
い
と
し
て
も
、
法
の
網

の
目
を
か
い
く
ぐ
る
よ
う
な

業
者
が
出
て
は
な
ら
な
い
の

で
規
制
の
枠
組
み
は
必
要

だ
。
加
入
者
に
給
付
を
約
束

し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
必

要
な
準
備
金
は
積
み
立
て
て

も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
加
入

者
保
護
の
た
め
、
最
低
限
の

こ
と
は
守
っ
て
ほ
し
い
、
と

し
た
。

　
参
加
者
か
ら
、
休
保
制
度

は
審
査
を
含
め
医
師
で
あ
る

会
員
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
運

営
し
、
地
域
医
療
を
守
る
上

う
な
対
応
を
強
く
要
望
し

た
。
　
さ
ら
に
、
保
険
業
法
の
関

連
で
は
、和
田
隆
志
政
務
官
、

大
久
保
勉
議
員
に
も
要
請
を

行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
秘
書
が
対

応
し
た
。

患
者
負
担
の
引
き

下
げ
を
要
請

　
ま
た
、
こ
の
日
の
国
会
行

動
で
保
団
連
は
、
患
者
負
担

の
軽
減
や
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
廃
止
、
高
す
ぎ
る
国

保
料
（
税
）
の
引
き
下
げ
な

ど
、
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る

医
療
・
介
護
を
一
刻
も
早
く

実
現
す
る
よ
う
衆
参
の
国
会

議
員
に
要
請
し
た
。

　
さ
ら
に
、
納
税
者
に
新
た

な
義
務
を
課
す
国
税
通
則
法

「
改
正
」
案
を
見
直
す
こ
と

な
ど
を
要
請
し
た
。　

助
け
合
い
の
制
度
守
れ

共
済
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
共
済
事
業
の
研
究
や
活
動

に
か
か
わ
る
学
者
・
研
究
者
、

各
種
共
済
の
有
志
が
つ
く
る

共
済
研
究
会
は
3
月
5
日
、

「
共
済
事
業
の
現
代
的
意
義

を
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
東

京
都
内
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
し
た
。
研
究
者
や
共
済

団
体
か
ら
約
1
0
0
人
が
参

加
し
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
日

本
共
済
協
会
参
与
の
坂
井
幸

二
郎
氏
が
、
共
済
と
の
　
年
50

間
の
か
か
わ
り
を
ふ
ま
え
記

念
講
演
を
行
っ
た
。

　
坂
井
氏
は
、「
共
済
誕
生
の

当
初
か
ら
、
保
険
業
界
か
ら

の
規
制
強
化
の
圧
力
が
あ
っ

た
」と
歴
史
を
振
り
返
っ
た
。

資
本
主
義
社
会
で
自
助
と
し

て
の
保
険
が
登
場
し
て
も
、

以
前
か
ら
の
相
互
扶
助
の
活

動
は
社
会
に
組
み
込
ま
れ
て

存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
受

け
継
い
で
い
る
の
が
共
済
だ

と
し
た
。
規
制
圧
力
に
対
抗

す
る
に
は
、
こ
う
し
た
歴
史

的
意
味
を
自
覚
す
る
こ
と
が

重
要
だ
と
し
た
。

　
さ
ら
に
坂
井
氏
は
、
2
0

1
2
年
は
国
連
協
同
組
合
年

で
あ
る
と
し
、「
作
り
出
さ
れ

た
貧
困
の
時
代
に
、
共
済
に

何
が
で
き
る
か
を
広
い
視
野

で
考
え
る
契
機
に
」
と
述
べ

た
。
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
Ｊ

Ａ
共
済
か
ら
武
田
俊
裕
全
国

本
部
開
発
部
次
長
、
全
国
労

働
組
合
総
連
合
共
済
会
か
ら

長
谷
川
栄
専
務
理
事
、
自
主

共
済
の
立
場
で
は
日
本
勤
労

者
山
岳
連
盟
（
労
山
）
の
斉

藤
義
孝
理
事
長
、
反
貧
困
助

け
合
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
河

添
誠
代
表
委
員
を
パ
ネ
リ
ス

ト
に
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

た
と
し
、
原
状
復
帰
の
た
め

に
、
引
き
続
き
闘
う
決
意
を

表
明
し
た
。

　
反
貧
困
ネ
ッ
ト
の
河
添
氏

は
、
1
人
1
カ
月
3
0
0
円

の
拠
出
で
、
非
正
規
の
労
働

者
が
病
気
・
け
が
で
就
労
で

き
な
い
時
に
給
付
を
行
う
な

ど
の
助
け
合
い
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
立
ち
上
げ
た
経
緯

を
説
明
。「
十
分
な
給
付
と
は

な
ら
な
い
が
、
給
付
金
の
申

請
、
受
け
取
り
を
対
面
で
行

い
、
次
の
相
談
活
動
に
つ
な

げ
た
り
、
自
己
責
任
を
強
い

る
社
会
で
は
な
く
、
助
け
合

う
こ
と
が
当
た
り
前
の
社
会

へ
と
認
識
を
変
え
て
い
く
活

動
と
位
置
付
け
て
い
る
」
と

発
言
し
た
。

　

が
行
わ
れ
た
。

　
斉
藤
理
事
長
は
、
自
主
共

済
が
存
続
の
危
機
に
立
た
さ

れ
た
　
年
の
保
険
業
法
改
定
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に
対
す
る
運
動
の
経
過
を
振

り
返
り
、
運
動
を
通
し
て
社

会
や
政
治
に
関
心
が
高
ま
っ

実
態
踏
ま
え
た
政
省
令
に

東
金
融
担
当
副
大
臣
に
要
請

と
と
も
に
、
自
主
共
済
の
実

態
を
踏
ま
え
た
政
省
令
と
な

る
よ
う
要
請
し
た
。

　
東
副
大
臣
か
ら
、
今
回
の

措
置
に
つ
い
て
は
、機
械
的
・

画
一
的
対
応
と
な
ら
な
い
よ

う
進
め
て
お
り
、
関
係
団
体

に
も
説
明
し
て
い
る
が
懸
念

は
あ
る
か
と
話
が
切
り
出
さ

れ
た
。

「
実
態
に
応
じ
た

対
応
」担
当
官
に

指
示
   東
副
大
臣

　
住
江
会
長
は
、
政
省
令
案

を
説
明
い
た
だ
い
た
が
大
規

模
な
制
度
共
済
に
共
通
す
る

も
の
で
あ
り
、会
内
に
は「
厳

で
も
必
要
な
制
度
で
あ
り
、

原
状
復
帰
で
き
る
対
応
を
求

め
た
こ
と
に
対
し
、
東
副
大

臣
は
実
態
を
よ
く
聞
き
、
そ

れ
に
応
じ
た
対
応
を
す
る
よ

う
、
担
当
官
に
指
示
し
た
。

　
最
後
に
住
江
会
長
は
、
認

可
申
請
・
監
督
が
地
方
財
務

局
に
再
委
任
さ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
金
融
庁
と
の
間
で

詰
め
て
き
た
こ
と
が
財
務
局

で
振
り
出
し
に
戻
ら
な
い
よ

　
3
月
　
日
、
保
団
連
は
、

10

共
済
制
度
が
存
続
で
き
る
よ

う
に
、
実
態
に
合
っ
た
政
省

令
の
策
定
へ
の
協
力
を
衆
参

東金融担当副大臣に要請書を手渡す住江会長
（左）

自主共済

各パネリストが共済規制への対応や
共済事業の意義が語られた




